
想
定
問
一
・
国
家
公
務
員
の
天
下
り
の
問
題
に
つ
い
て
、

舗
奉
議
鼈
霊
蕊
懲
韓
棚
雲
謝
篭
軸
鑿
霊

が
執
行
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
確
認
す
る
た
め
、
来
年
度
予
算
の
審
議
中
に
示
す
べ
き
と
考
え

る
が
、
総
理
の
見
解
を
伺
う
．
（
同
旨
文
部
科
学
大
臣
国
家
公
務
員
制
度
担
当
大
臣
）

（
二
）
国
家
公
務
員
Ｏ
Ｂ
に
対
す
る
人
事
情
報
提
供
に
つ
い
て
、
政
府
は
斡
旋
目
的
で
は
一
切
や

ら
せ
な
い
と
言
っ
て
い
た
が
、
斡
旋
を
目
的
と
し
な
い
場
合
に
提
供
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
る

の
か
。
情
巍
癌
供
は
あ
う
ん
の
呼
吸
で
行
わ
れ
る
こ
と
が
通
常
で
あ
り
、
目
的
な
ど
は
っ
き

り
し
な
い
が
、
ど
う
実
効
性
を
担
保
す
る
の
か
．
総
理
の
見
解
を
伺
う
。
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旦
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家
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員
制
度
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臣
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肺
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国
民
の
財
産
で
あ
る
国
有
地
を
民
間
に
譲
渡
す
る
場
合
に
は
、
ど
ん
な
事
情
が
あ
っ
た
と
し

て
も
、
誰
が
見
て
も
公
平
で
あ
る
べ
き
で
は
な
い
の
か
。
名
誉
浸
長
が
総
理
夫
人
で
あ
る
こ

と
を
踏
ま
え
て
、
今
回
の
払
下
げ
に
公
平
性
・
公
壮
荏
に
反
す
る
部
分
が
あ
っ
た
の
で
は
な

い
か
。
不
当
な
利
益
を
与
え
て
い
た
と
す
れ
ば
大
問
題
と
思
う
が
、
総
理
の
見
解
を
伺
う
。

蜑
雪
情
が
あ
っ
た
と
し

征
総
理
夫
人
で
あ
る
こ

盈
が
あ
っ
た
の
で
は
な

蓮
の
見
解
を
伺
う
。

【
注
】
議
員
は
ゞ
財
務
大
臣
や
文
部
科
学
大
巨
国
土
交
通
省
政
府
参
考
人

つ
い
て
質
問
し
た
上
で
総
論
に
つ
い
て
総
理
に
質
問
す
る
と
の
こ
と

逵
丞
婁
壷
乱

【
注
】

【
注
】

騨
些（

割
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附
恢
個
ｒ
‐

二
月
十
七
日

衆
・
予
算
委
福
島
健
旱
君
罠
進
）

姓
且
汁
は

こ

恥
大
〕
一
・
ァ
は
、
学
：
に
答
弁
で
き
る
よ
う
。
脾
れ
泥
い
。

ま
昭

「
で
あ
る
』
調
で
作
成
す
る
こ
と
。

の

多多
顕
を
よ
凱
司
た
十
分
声
：
問
を
、
＋
る
こ

罰
な
覇
函
↓
論
庄
覇
謡

函
○
叩
切
。
い
い
、
馴
○

鴨
島
篭
‐
智

～
以
上
～

（
同
旨
財
務
大
臣
）

芝
具
体
的
な
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容
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